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(57)【要約】
【課題】利用者が所望する魚群を画面内の好きな位置に
表示させることができる魚群探知機を提供する。
【解決手段】魚群探知機は、超音波を送受信する送受波
器と、前記送受波器が受信した受信信号に基づいてエコ
ー画像を生成する画像処理部と、前記エコー画像を保持
するエコー画像保持部と、利用者の操作を受け付ける受
付部と、前記送受波器が受信した受信信号に基づいて魚
群の検出を行う検出部と、前記検出部の検出結果を保持
する検出結果保持部とを備え、前記画像処理部は、前記
表示操作に追従して、前記エコー画像保持部から過去の
エコー画像を読み出し、出力するエコー画像を連続的に
変化させ、かつ、前記検出結果を前記エコー画像に重畳
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する送受波器と、
　前記送受波器が受信した受信信号に基づいてエコー画像を生成する画像処理部と、
　前記エコー画像を保持するエコー画像保持部と、
前記エコー画像保持部に保持されたエコー画像を変化させる表示操作を受け付ける受付部
と、
　前記送受波器が受信した受信信号に基づいて魚群の検出を行う検出部と、
　前記検出部の検出結果を保持する検出結果保持部と、を備え、
　前記画像処理部は、前記表示操作に追従して、前記エコー画像保持部から過去のエコー
画像を読み出し、出力するエコー画像を連続的に変化させ、かつ、前記検出結果を前記エ
コー画像に重畳することを特徴とする魚群探知機。
【請求項２】
　請求項１に記載の魚群探知機において、
　前記検出部は、前記魚群の魚体長を含む情報を検出することを特徴とする魚群探知機。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の魚群探知機において、
　前記エコー画像を表示する表示部と、をさらに備え、
　前記受付部は、前記表示部に表示されているエコー画像のうち、前記魚群の検出を行う
領域の指定を受け付け、
　前記エコー画像に重畳される検出結果は、前記受付部で指定された領域に対応する検出
結果が、前記検出結果保持部から読み出されたものであることを特徴とする魚群探知機。
【請求項４】
　請求項３に記載の魚群探知機において、
　前記領域は、前記表示操作が連続的に変化した場合にも、前記表示部の表示画面内で指
定された位置に配置されていることを特徴とする魚群探知機。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の魚群探知機において、
　位置情報を検出する位置情報検出部をさらに備え、
　前記エコー画像は、前記位置情報と対応付けられて前記エコー画像保持部に保持されて
いることを特徴とする魚群探知機。
【請求項６】
　請求項５に記載の魚群探知機において、
　前記受付部は、位置の指定を受け付け、
　前記画像処理部は、指定された位置に対応するエコー画像を変化させることを特徴とす
る魚群探知機。
【請求項７】
　超音波を送受信する送受波器と、
　前記送受波器が受信した受信信号に基づいてエコー画像を生成する画像処理部と、
　前記エコー画像を保持するエコー画像保持部と、
前記エコー画像保持部に保持されたエコー画像を変化させる表示操作を受け付ける受付部
と、
　前記送受波器が受信した受信信号に基づいて魚群の検出を行う検出部と、
　前記検出部の検出結果を保持する検出結果保持部と、を備え、
　前記画像処理部に、前記表示操作に追従して、前記エコー画像保持部から過去のエコー
画像を読み出し、出力するエコー画像を連続的に変化させ、かつ、前記検出結果を前記エ
コー画像に重畳する処理を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　超音波を送受信する送受波ステップと、
　前記送受波ステップで受信した受信信号に基づいてエコー画像を生成する画像処理ステ
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ップと、
　前記エコー画像を保持するエコー画像保持ステップと、
前記エコー画像を保持するエコー画像保持ステップと、
前記エコー画像保持ステップにおいて保持されたエコー画像を変化させる表示操作を受け
付ける受付ステップと、
　前記送受波器が受信した受信信号に基づいて魚群の検出を行う検出ステップと、
　前記検出ステップにおける前記魚群の検出結果を保持する検出結果保持ステップと、
　を備え、
　前記画像処理ステップは、前記表示操作に追従して、前記エコー画像保持ステップで保
持した過去のエコー画像を読み出し、出力するエコー画像を連続的に変化させ、かつ、前
記検出結果を前記エコー画像に重畳することを特徴とする魚群探知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、水中に超音波を送信し、エコーを受信して魚群等を探知する魚群探知機に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水中探知装置の一例として、特許文献１および特許文献２のような魚群探知機が
知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１の魚群探知機は、探知した魚の体長別ヒストグラムを表示する構成
を備えている。また、特許文献２の魚群探知機は、複数画面分の過去のエコー画像をメモ
リに蓄積し、現在のエコー画像と、過去に表示されていた画面のエコー画像とを１つの画
面内に表示する構成を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０２７２５８号公報
【特許文献２】特許第２５６７６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献２の魚群探知機は、キー入力（数値入力）により任意に指定された過
去の画面の表示を行うものに過ぎず、利用者が所望する魚群を画面内の好きな位置に表示
させることが困難である。例えば、利用者が、現在の画面の左端に表示された魚群につい
て、画面中央に表示されていたタイミングの画面を見ようとしても、どの様な数値を入力
すればよいのかわからず、目的の魚群が画面から消えたり、中央以外の位置（例えば右端
）に表示されたりする場合がある。
【０００６】
　そこで、この発明は、利用者が所望する魚群を画面内の好きな位置に表示させることが
でき、かつ、魚群の検出結果を当該画面内に重畳表示させることができる魚群探知機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の魚群探知機は、超音波を送受信する送受波器と、前記送受波器が受信した受信
信号に基づいてエコー画像を生成する画像処理部と、前記エコー画像を保持するエコー画
像保持部と、前記エコー画像保持部に保持されたエコー画像を変化させる表示操作を受け
付ける受付部と、前記送受波器が受信した受信信号に基づいて魚群の検出を行う検出部と
、前記検出部の検出結果を保持する検出結果保持部と、を備えている。そして、前記画像
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処理部は、前記表示操作に追従して、前記エコー画像保持部から過去のエコー画像を読み
出し、出力するエコー画像を連続的に変化させ、かつ、前記検出結果を前記エコー画像に
重畳することを特徴とする。
【０００８】
　このように、魚群探知機は、表示操作に追従して過去のエコー画像を連続的に変化させ
、かつ、魚群の検出結果をエコー画像に重畳させて表示させる。例えば、利用者が、現在
の画面の左端に表示された魚群を画面中央側に寄せるために、エコー画像を連続的に右側
に移動させようとする操作（例えばロータリスイッチ等の回転摘まみを左回転させる操作
）を行うと、左端の魚群が画面中央側に移動していく。また、この際、魚群の検出結果が
エコー画像に重畳される。したがって、目的の魚群が画面から消えたり、中央以外の位置
（例えば右端）に表示されたりすることがなく、利用者が目的の魚群の検出結果も同時に
確認することが可能となる。
【０００９】
　なお、「エコー画像を連続的に変化させる」とは、最小単位として、表示部の表示画素
のうち１画素ずつエコー画像を変化させることを意味する。無論、表示操作に追従して、
複数画素（例えば２画素）ずつ変化させることも連続的に変化させることに相当する。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、利用者が所望する魚群を画面内の好きな位置に表示させることがで
き、かつ、魚群の検出結果を当該画面内に重畳表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】魚群探知機の構成を示すブロック図である。
【図２】信号処理部１７の構成を示すブロック図である。
【図３】受信信号を示した図である。
【図４】エコー画像の生成について説明する図である。
【図５】画像メモリ１８１に保持されるエコー画像と、画像処理部１８が読み出すエコー
画像を示す図である。
【図６】表示画面の一例を示す図である。
【図７】画像メモリ１８１に保持されるエコー画像と、画像処理部１８が読み出すエコー
画像を示す図である。
【図８】表示画面の一例を示す図である。
【図９】魚群探知機１の動作を示すフローチャートである。
【図１０】応用例に係る魚群探知機１Ａの構成を示すブロック図である。
【図１１】表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、魚群探知機１の構成を示すブロック図である。魚群探知機１は、操作部（本発
明の受付部に相当する。）１０、送受波器１１、送受切替部１２、送信回路１３、制御部
１４、受信回路１５、Ａ／Ｄ変換器１６、信号処理部１７、画像処理部１８、および表示
部１９を備えている。
【００１３】
　制御部１４は、魚群探知機１を統括的に制御する。制御部１４は、内蔵メモリ（不図示
）からプログラムを読み出して、所定の処理を行う。例えば、制御部１４は、操作部１０
からの各種操作（探知レンジの設定等の指示入力等）に応じて、送信回路１３の送信周期
、および探知レンジ等を設定する。また、制御部１４は、Ａ／Ｄ変換器１６のサンプリン
グ周期設定、信号処理部１７への各種処理の実行指示、および画像処理部１８への各種処
理の実行指示等を行う。
【００１４】
　画像処理部１８は、画面上の縦軸を深度方向とし、横軸を時間方向としたエコー画像を
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生成する。表示部１９は、画像処理部１８が生成したエコー画像の表示を行う。
【００１５】
　送信回路１３は、トラップ回路を内蔵した送受切替部１２を介して、送受信部である送
受波器１１にパルス状の信号を入力する。信号の入力タイミングやレベル、およびパルス
幅等は、制御部１４により制御される。送受波器１１は、船底等に取り付けられる振動子
であり、送信回路１３から入力されるパルス状の信号に応じて水中に超音波を出力する。
【００１６】
　送受波器１１が出力した超音波は、魚群または海底等の物標に反射し、エコーとして受
信される。送受波器１１は、受信したエコーの強度に応じた受信信号を、送受切替部１２
を介して受信回路１５に出力する。
【００１７】
　受信回路１５は、入力された受信信号を増幅してＡ／Ｄ変換器１６に出力する。Ａ／Ｄ
変換器１６は、受信信号を所定のサンプリング周期でデジタル信号に変換し、信号処理部
１７に出力する。
【００１８】
　図２は、信号処理部１７の機能的構成を示すブロック図である。信号処理部１７は、受
信信号用メモリ１７０、検出部１７１、および検出結果保持用メモリ１７２を備えている
。受信信号用メモリ１７０は、Ａ／Ｄ変換器１６から入力される受信信号を保持する。
【００１９】
　図３は、受信信号用メモリ１７０に保持される受信信号を示した図である。受信信号用
メモリ１７０には、１回の測定（１ｐｉｎｇ）で得られる受信信号のデータが深度方向に
所定分解能で（超音波の送信から所定時間経過毎に）順次保持されている。この例では、
受信信号用メモリ１７０には、複数回の測定に対応するデータ列が保持されている。例え
ば最新の（今回の）測定においては、送信から受信までの時間差が最も小さい（最も深度
の浅い）データがＭ（０，０）として保持され、深度方向の分解能に応じて、順にＭ（０
，１）乃至Ｍ（０，ｎ）として保持される。同様に、前回の測定については、最も深度の
浅いデータがＭ（１，０）として保持され、深度方向の分解能に応じて、順にＭ（１，１
）乃至Ｍ（１，ｎ）として保持される。同様に、前々回の測定については、最も深度の浅
いデータがＭ（２，０）として保持され、深度方向の分解能に応じて、順にＭ（２，１）
乃至Ｍ（２，ｎ）として保持される。
【００２０】
　なお、同図の例では、今回、前回、前々回の３回分の測定のデータ列を保持する例を示
しているが、保持するデータ列の数は、受信信号用メモリ１７０の容量に応じて順次設定
すればよい。保持するデータ列の数以上に測定を行う場合は、最も古いデータ列から順に
捨てられ、最新のデータ列が順次更新される。
【００２１】
　次に、画像処理部１８は、受信信号用メモリ１７０に保持された受信信号から表示部１
９に表示するためのエコー画像を生成する処理を行う。すなわち、画像処理部１８は、受
信信号用メモリ１７０に順次保持された各受信信号を、超音波を出力してからの経過時間
に応じて、深度に対応したエコー画像に変換して画像処理部１８に出力する処理を行う。
【００２２】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）は、エコー画像の生成処理を示した図である。まず、画像
処理部１８は、受信信号用メモリ１７０から読み出した各受信信号を、表示部１９の画素
数（縦方向の画面解像度）に変換する処理を行う。この変換データが１回の測定（１ｐｉ
ｎｇ）分のエコー画像となる。例えば、図４（Ａ）に示すように、最新の測定に係る受信
信号Ｍ（０，０）乃至Ｍ（０，ｎ）のうち、Ｍ（０，０）およびＭ（０，１）を平均化し
、最も深度の浅い位置に対応する画素のエコー画像ｆ（０，０）とする。
【００２３】
　画像処理部１８は、順に複数の受信信号を平均化して、各画素のエコー画像ｆ（０，０
）乃至ｆ（０，ｍ）を生成する。このようにして生成したエコー画像が最新の１ｐｉｎｇ
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分のエコー画像となる。なお、変換の態様は、図４（Ａ）で示した例に限るものではない
。例えば深度に応じて重み付け等を行ってもよいし、ピークホールド（最大値抽出）によ
り変換を行ってもよい。
【００２４】
　画像処理部１８は、上記のようにして変換したエコー画像を画像メモリ１８１に保持す
る。画像メモリ１８１は、本発明のエコー画像保持部に相当する。画像メモリ１８１の内
容は、１回の測定毎に更新される。したがって、画像メモリ１８１には、図４（Ｂ）に示
すように、複数回の測定分のエコー画像が保持される。この例では、最も過去の測定に係
るエコー画像ｆ（ｌ，０）乃至ｆ（ｌ，ｍ）であり、最新の測定に係るエコー画像ｆ（０
，０）乃至ｆ（０，ｍ）である。画像メモリ１８１は、最も過去の測定に係るエコー画像
（エコー画像ｆ（ｌ，０）乃至ｆ（ｌ，ｍ））から、最新の測定に係るエコー画像（エコ
ー画像ｆ（ｌ，０）乃至ｆ（ｌ，ｍ））までのエコー画像を保持する。
【００２５】
　そして、画像処理部１８は、図５に示すように、画像メモリ１８１に保持されたエコー
画像から、表示部１９の１画面分（表示部１９における縦方向および横方向の解像度分）
のエコー画像を読み出し、表示部１９に出力する。その結果、複数回分の測定のエコー画
像が表示部１９に表示される。
【００２６】
　図６に示すように、表示部１９には、横軸にｐｉｎｇ、縦軸に深度を割り当てたエコー
画像が表示される。図６の例では、画面左端に魚群の一部のエコー画像２０１が表示され
、画面中央右側に魚群のエコー画像２００が表示されている。また、画面下側には海底の
エコー画像が表示されている。
【００２７】
　さらに、図６の例では、海底検出処理の結果として海底深度（図中３０２ｍと示された
もの）、および魚群情報（図中のヒストグラム２０３）が表示される。
【００２８】
　海底深度および魚群情報は、信号処理部１７における検出部１７１が出力する情報であ
る。図２に示したように、検出部１７１は、受信信号用メモリ１７０から受信信号を読み
出して解析し、魚群の検出および海底検出等の処理を行う。
【００２９】
　魚群の検出処理には、少なくとも魚体長の検出処理が含まれている。魚体長は、例えば
所定閾値以上の受信信号を魚群とみなし、当該魚群の大きさ（サンプル数）、平均強度、
または深度方向の長さ（平均長さ）等によって検出される。また、検出部１７１は、魚種
の検出を行ってもよい。魚種は、例えば基準となる魚群のエコーとのマッチング度（類似
度）によって判別する。
【００３０】
　海底深度の検出は、例えば、ある閾値以上の受信信号を受信したタイミングを基準とす
る手法や、または微分値が最も高くなるタイミングを基準とする手法等を用いる。
【００３１】
　検出部１７１は、このようにして検出した各種情報（検出結果）を検出結果保持用メモ
リ（本発明の検出結果保持部に相当する。）１７２に保持する。このとき、検出結果は、
解析した受信信号の測定タイミングの情報（例えば時刻）と対応付けて保持される。
【００３２】
　また、制御部１４は、検出部１７１に対して、表示部１９の表示画面内で指定された領
域（例えば図６の領域２０２）に対応する検出結果を出力するよう指示する。領域２０２
の位置と大きさは、利用者が操作部１０を操作することにより指定される。制御部１４は
、指定された領域２０２のエコー画像を取得したタイミング（測定タイミング）を示す情
報を検出部１７１に出力する。
【００３３】
　検出部１７１は、検出結果保持用メモリ１７２に保持されている検出結果から測定タイ
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ミングが一致する検出結果を読み出し、制御部１４に出力する。制御部１４は、検出部１
７１から入力された検出結果を画像処理部１８に出力する。画像処理部１８は、制御部１
４から入力された検出結果をエコー画像に重畳して出力する。
【００３４】
　これにより、表示部１９の表示画面内には、検出結果として、例えば図６に示すヒスト
グラム２０３が表示される。ただし、検出結果の表示態様は、ヒストグラム２０３に限ら
ず、例えば単に魚体長の数字を示すだけでもよい。なお、利用者が操作部１０を操作して
、ヒストグラム２０３に表示される魚体長のレンジを変更する操作を行った場合、画像処
理部１８は、表示する魚体長のレンジを変更する。すなわち、検出部１７１は、実際にヒ
ストグラム２０３に表示されるレンジよりも広いレンジ分の検出結果を検出結果保持用メ
モリ１７２に保持している。利用者が魚体長のレンジを変更する操作を行った場合、画像
処理部１８は、指定されたレンジの結果情報のみ抽出し、エコー画像に重畳して出力する
。
【００３５】
　そして、利用者が、操作部１０を操作して過去のエコー画像を表示させる操作を行った
とき、画像処理部１８は、画像メモリ１８１から過去のエコー画像を読み出し、出力する
エコー画像を連続的に変化させ、かつ、魚群の検出結果をエコー画像に重畳する。
【００３６】
　例えば、操作部１０が回転摘まみを備えている場合、利用者が当該回転摘まみを回転さ
せる操作を行うと、制御部１４は、過去のエコー画像を表示させる操作として受け付ける
。制御部１４は、画像処理部１８に対して、操作部１０を介して受け付けた表示操作に追
従して、表示されるエコー画像を連続的に変化させる。
【００３７】
　例えば、図６の様な表示画面において、利用者が、左端に表示された魚群のエコー画像
２０１を画面中央側に寄せるために、エコー画像を連続的に右側に移動させようとする操
作（例えば回転摘まみを左回転させる操作）を行った場合について説明する。
【００３８】
　制御部１４は、操作部１０が回転摘まみを左回転させる操作を受け付けると、回転量に
応じた時間分だけ過去のエコー画像を読み出すように、画像処理部１８に指示する。画像
処理部１８は、図７に示すように、画像メモリ１８１から指示された時間分だけ過去のエ
コー画像を読み出し、出力するエコー画像を変化させる。これにより、表示部１９に表示
されるエコー画像は、回転摘まみの回転に応じて連続的に変化する。すなわち、利用者が
回転摘まみを左回転させると、図８（Ａ）に示すように、左端の魚群のエコー画像２０１
が画面中央側に移動していく。
【００３９】
　このように、魚群探知機１は、利用者の表示操作に追従して過去のエコー画像を連続的
に変化させて表示させる。また、この際、魚群の検出結果がエコー画像に重畳される。し
たがって、利用者が見たい魚群のエコー画像が画面から消えたり、目的の位置（例えば中
央）に表示されなかったりすることがなく、利用者が目的の魚群の検出結果も同時に確認
することが可能となる。
【００４０】
　なお、上記「エコー画像を連続的に変化させる」とは、最小単位として、表示部１９の
表示画素のうち１画素ずつエコー画像を変化させることを意味する。無論、複数画素（例
えば２画素）ずつ変化させることも連続的に変化させることに相当する。
【００４１】
　なお、図８（Ａ）の例では、利用者が回転摘まみを回転させた場合でも、領域２０２は
、表示画面内で指定された位置から変化しない。図８（Ａ）の例では、領域２０２に魚群
が検出されていないため、ヒストグラム２０３には何も表示されていない。しかし、例え
ば図８（Ｂ）に示すように、利用者がさらに回転摘まみを左回転させて、魚群のエコー画
像２０１を領域２０２の内部まで移動させる操作を行った場合、当該魚群のエコー画像２
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０１の検出結果が検出結果保持用メモリ１７２から読み出される。したがって、ヒストグ
ラム２０３には、魚群のエコー画像２０１の検出結果の情報が表示される。
【００４２】
　次に、図９のフローチャートを参照して、魚群探知機１の動作について説明する。まず
、魚群探知機１は、超音波の送受信を行う（ｓ１１）。そして、魚群探知機１は、受信信
号の処理を行う（ｓ１２）。
【００４３】
　画像処理部１８は、超音波を出力してからの経過時間に応じて、深度に対応したエコー
画像を生成する（ｓ１３）。また、信号処理部１７は、魚体長の検出処理を含む魚群検出
処理を行う。
【００４４】
　その後、画像処理部１８は、生成したエコー画像を画像メモリ１８１に保持し（画像メ
モリ１８１の内容を更新する）、信号処理部１７は、検出結果を検出結果保持用メモリ１
７２に保持する（ｓ１４）。
【００４５】
　一方、魚群探知機１は、操作部１０から利用者が、操作部１０を操作して過去のエコー
画像を表示させる操作を行ったか否かを判断する（ｓ２１）。例えば、操作部１０が回転
摘まみを備えている場合、利用者が当該回転摘まみを回転させる操作を行うと、制御部１
４は、過去のエコー画像を表示させる操作として受け付ける。また、操作部１０がカーソ
ルキーを備えている場合、左または右方向のカーソルキーが押された場合に、操作部１０
は、過去のエコー画像を表示させる操作として受け付ける態様であってもよい。
【００４６】
　画像処理部１８は、過去のエコー画像を表示させる操作がない場合には、画像メモリ１
８１に保持されたエコー画像から、表示部１９の１画面分（表示部１９における縦方向お
よび横方向の解像度分）の最新のエコー画像を読み出す（ｓ２２）。
【００４７】
　一方で、画像処理部１８は、利用者が操作部１０を操作して過去のエコー画像を表示さ
せる操作を行った場合、表示操作に対応するエコー画像を画像メモリ１８１から読み出す
（ｓ２３）。このとき画像メモリ１８１は、操作部１０で受け付けた表示操作（回転摘ま
みの回転）に追従して、画像メモリ１８１から読み出すエコー画像を変化させることで、
表示されるエコー画像を連続的に変化させる。したがって、エコー画像は、回転摘まみの
回転量に応じて連続的に変化する（ｓ２３）。例えば、図６の状態から、利用者が回転摘
まみを左回転させると、左端の魚群のエコー画像２０１は、図８（Ａ）に示す状態まで、
連続的に画面中央側に移動していく。これにより、利用者は、見たい魚群のエコー画像を
視認しながら、目的の位置（例えば中央）まで移動させて表示させることができる。さら
に、図８（Ａ）の状態から、利用者が回転摘まみを左回転させると、魚群のエコー画像は
、図８（Ｂ）に示すように画面右側に移動していく。そして、魚群のエコー画像２０１が
領域２０２の内部まで移動した場合、当該魚群のエコー画像２０１の検出結果が検出結果
保持用メモリ１７２から読み出される。
【００４８】
　次に、図１０は、応用例に係る魚群探知機１Ａの構成を示すブロック図である。図１と
共通する構成については同一の符号を付し、説明を省略する。魚群探知機１Ａは、さらに
位置情報検出部５０を備えている。
【００４９】
　位置情報検出部５０は、例えばＧＰＳを備えている。制御部１４は、超音波の送受信毎
に位置情報検出部５０から位置情報（緯度および経度情報）を受信し、測定タイミング毎
に位置情報を位置情報メモリ（不図示）に保持する。位置情報は、測定タイミングを示す
情報（例えば時刻）とともに保持される。
【００５０】
　画像処理部１８は、制御部１４から最新の位置情報を読み出し、例えば図１１（Ａ）に
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示すように、表示部１９の画面内の所定の位置に表示させる。
【００５１】
　また、画像処理部１８は、図１１（Ｂ）に示すように、利用者が操作部１０で指定され
た領域２０２のエコー画像を取得した測定タイミング（例えば領域２０２の右端の測定タ
イミング）に対応する位置情報を制御部１４から取得し、検出結果（ヒストグラム２０３
）とともに表示してもよい。無論、画像処理部１８は、最新の測定タイミングにおける位
置情報と、指定された領域２０２のエコー画像を取得した測定タイミングに対応する位置
情報と、を両方表示してもよい。
【００５２】
　そして、利用者が操作部１０を操作して、過去のエコー画像を表示させる操作を行った
とき、画像処理部１８は、操作部１０を介して受け付けた表示操作に追従して、制御部１
４から取得する位置情報を変化させる。画像処理部１８は、例えば表示部１９における現
在の画面内の右端のエコー画像を取得した測定タイミングに対応する位置情報を取得し、
表示させる。また、画像処理部１８は、指定された領域２０２のエコー画像を取得した測
定タイミングに対応する位置情報を表示する場合も、同様に、対応する位置情報を制御部
１４から取得し、表示させる。
【００５３】
　なお、画像処理部１８は、利用者が操作部１０を操作して位置情報を入力した場合に、
当該入力された位置情報に対応するエコー画像を画像メモリ１８１から読み出して、表示
部１９に表示させるようにしてもよい。これにより、利用者は、例えば過去に通過した漁
場の位置を知っている場合に、当該漁場を通過した時の水中の状況を見直すことができる
。
【００５４】
　また、ＬＡＮ等の通信機能を介して魚群探知機１がプロッタに接続されている場合、魚
群探知機１は、利用者にプロッタ上で指定された位置のエコー画像を表示する態様として
もよい。この場合、位置情報検出部５０は、別途プロッタに備えられていて、当該プロッ
タが位置情報を取得するようにしてもよいし、魚群探知機１Ａとプロッタとで同じ位置情
報検出部５０を用いて、位置情報を共有するようにしてもよい。これにより、利用者は、
過去に通過した漁場の位置をプロッタ上で指定するだけで、当該漁場を通過した時の水中
の状況を見直すことができる。
【符号の説明】
【００５５】
１，１Ａ…魚群探知機
１０…操作部
１１…送受波器
１２…送受切替部
１３…送信回路
１４…制御部
１５…受信回路
１６…Ａ／Ｄ変換器
１７…信号処理部
１８…画像処理部
１９…表示部
５０…位置情報検出部
１７０…受信信号用メモリ
１７１…検出部
１７２…検出結果保持用メモリ
１８１…画像メモリ
２００，２０１…エコー画像
２０２…領域
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２０３…ヒストグラム
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